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 出典：小田原市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「小田原市ホームページ」より 

◇ その他紙とは 

   包装紙、紙袋、お菓子の箱、紙製の外箱、封筒、ハガキ、手紙、メモ紙、名刺 

   トイレットペーパー芯、割り箸の袋、レシート（感熱紙以外）、折り紙、のし紙 

   厚紙、紙のファイル、ダイレクトメール・チラシ、学校のプリント類 

◇ リサイクルのゆくえ 

   お菓子の箱、段ボールなど    

◇ 出し方  紙袋に入れるか、ひもで十字にしばる。 

◇ その他の紙では出せないもの（燃せるごみで出すもの） 

   ちり紙、絵具がついた紙、洗剤の箱、紙コップ、感熱紙、シュレッダーした紙、 

   食品などの汚れがついた紙 


